
不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果につい

て 

 

 

                       法務省民事局民事第二課 

 

 

 令和６年１１月２日（土）から令和６年１２月１日（日）まで、不動産登記

規則等の一部を改正する省令案に関する意見の募集を行いましたところ、提出

者単位で１６件の御意見が寄せられました。 

 お寄せいただいた御意見の概要及びそれに対する法務省の考え方について、

別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。 

 なお、取りまとめの都合上、お寄せいただいた御意見のうち同趣旨のものは適

宜集約しております。 

 おって、本件に係る省令案は、「不動産登記規則等の一部を改正する省令」

として、令和７年１月１０日（金）に公布されましたので、お知らせします。 

 御協力ありがとうございました。
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（別紙） 

 

項番 意見の概要 御意見に対する考え方 

１ 検索用情報の申出関係（同時申出・単独申出共通） 

１  省令案による改正後の不動産登記規則（以下「新不登規則」という。）第１５

８条の３９第１項及び第１５８条４０第１項の申出の具体的な方法やその取扱

いについては、できるだけ早く周知すべきである。 

＜理由＞ 

 検索用情報の提供の制度は、検索用情報の具体的な提供の申出の在り方次第

によっては、民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）による改

正後の不動産登記法（以下「新不登法」という。）第７６条の５の登記申請の義

務付けに係る国民負担の軽減に資すると考えられるが、手続についての具体的

な方法やその在り方については、十分な周知期間が必要であると考える。現時

点において、制度の妥当性の評価を行うためには、それらが明らかになること

が必要であり、国民に対して十分な周知期間が必要であると考える。 

 周知等を行うに当たって

の参考とさせていただきま

す。 

２ １ 新不登規則第１５８条の３９第１項第１号（氏名）、第３号（住所）及び第

４号（出生の年月日）のみによる検索用情報同時申出及び新不登規則第１５

８条の４０第１項第１号（氏名）、第３号（住所）及び第４号（出生の年月

日）のみによる検索用情報単独申出も許容すべきである。 

２ 検索用情報のうち氏名の振り仮名又は氏名の表音をローマ字で表示したも

の（以下「ローマ字氏名」という。）を欠く申出があった場合であっても、そ

の余の検索用情報をもって所有権の登記名義人の特定ができるときは、新不

登法第７６条の６のただし書所定の申出の前提として行われる登記所からの

 職権による住所等変更登

記等のための住基ネットを

始めとする他の公的機関と

の円滑な連携に当たり、外

字の問題を生じない氏名の

振り仮名又はローマ字氏名

は必要な情報であると考え

ます。 
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意思確認については、転送可能な郵便その他の手段で実施する等して、なる

べく所有権の登記名義人に不利益を課さない運用を目指すべきである。 

＜１の理由＞ 

 新不登規則第１５８条の３９第１項各号の情報の中には、電子メールアドレ

スなど必ずしも随時・自動的に更新されない情報が含まれ得る。そのため、所

有権の登記の申請時点において当該各号の情報が全て正確に提供されたとして

も、登記所が後日行う所有権の登記名義人の検索及び特定においては、一定の

限界が存在する。 

 同項に基づき所有権の登記名義人が申し出るべき検索用情報としては、同項

所定の登記の申請時点における同項第１号、第３号及び第４号の情報をもって

すれば、所有権の登記名義人の特定として、一定程度十分であると考えるべき

である。 

 このように考えれば、例えば、有効かつ永続的な電子メールアドレスなどを

利用できない所有権の登記名義人についても穏当な運用となり得るし、新不登

規則第１５８条の４１第２項による抹消の申請が可能であることや、通称名を

用いる外国人が所有権の登記名義人となった場合の運用とも整合しやすくな

る。 

＜２の理由＞ 

 新不登規則第１５８条の３９第１項第２号及び第５号の検索用情報は、いず

れも所有権の登記名義人を特定するための補助的な情報であって、不動産登記

法所定の登記事項ではない。そのため、所有権の登記の申請時にこれらの検索

用情報の提供がされなかったとしても、当該登記の申請の却下事由には該当せ

ず、取下げや補正の対象にはならない。 

 また、電子メールアドレ

スについても、職権による

住所等変更登記に係る意思

確認及び回答を簡易・迅速

に行う観点から必要な情報

であると考えます。 

 以上を踏まえ、申出事項

につき、原案を維持させて

いただきます。 

 なお、左記１の御意見に

ついては、所有権の登記名

義人となる者の住民票の写

しに氏名の振り仮名又はロ

ーマ字氏名が記載されてい

ない場合や電子メールアド

レスの申出が困難である場

合の取扱いなどを示す通達

等を定めるに当たっての参

考とさせていただきます。 

 また、左記２の御意見に

ついては、令和８年４月１

日までに定める職権による

住所等変更登記に係る通達
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 そのように考えると、同項第２号及び第５号の検索用情報については、その

申出の情報が十分ではない場合に、新不登法第７６条の６に基づく職権登記か

ら外れる可能性が若干上がるにとどまるものであるようにも思われる。このよ

うな観点から、所有権の登記名義人に対して大きな負担を課す立法事実は、現

状、存在しないと考えられる。また、新不登法第７６条の６に基づく職権登記

は、所有権の登記名義人が自然人であるときは当該登記名義人の申出によって

行われるところ、上記１の第１段落の理由からすれば、いずれにせよ、当該登

記名義人に対し、当該申出の時点において、当該登記名義人の特定に足る情報

を別途提供させる運用が必要となる上、当該運用を徹底すれば、当該職権登記

の過誤も起こり得ない。 

等を定めるに当たっての参

考とさせていただきます。 

３  新不登規則第１５８条の３８第１項第５号の電子メールアドレスについて

は、高齢者など電子メールアドレスを持たない者もいること、嘱託登記や代位

申請の際に申出できないことがあることから、無くても申出が可能となるよ

う、通達等で明らかにしていただきたい。 

 検索用情報の申出の際に

電子メールアドレスを申し

出ることが困難である場合

の取扱いなどを示す通達等

を定めるに当たっての参考

とさせていただきます。 

 なお、申請人以外の所有

権の登記名義人となる者に

係る検索用情報は、検索用

情報同時申出における申出

事項ではないため、所有権

の登記名義人となる者が申

請人とならない登記の嘱託
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や代位登記の申請において

は、検索用情報を申し出る

必要はありません。 

４ 法定相続人の一人から法定相続分による相続登記を行う場合、申請人以外の

登記名義人となる者の電子メールアドレスは分からないが、その場合はどうす

るのか。 

  

 申請人以外の所有権の登

記名義人となる者に係る検

索用情報は、検索用情報同

時申出における申出事項で

はないため、御指摘の登記

の申請をする際に、申請人

以外の所有権の登記名義人

となる者の電子メールアド

レスを把握する必要はあり

ません。 

５  申出制度そのものは賛成であるが、申出事項に電子メールアドレスを含める

ことについては反対である。 

 高齢者を中心に電子メールアドレスを有しない人が多く、手続に大きな負担

がかかることが予想される。 

 また、仮に登記手続のために電子メールアドレスを作成したとしても、その

後使用されず事実上放置されるおそれがある。 

 そもそも電子メールアドレスを申し出る必要性もないと考える。 

 電子メールアドレスは、

職権による住所等変更登記

に係る意思確認及び回答を

簡易・迅速に行う観点から

必要な情報であると考える

ため、申出事項につき、原

案を維持させていただきま

す。 

 なお、御意見について

は、検索用情報の申出の際
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に電子メールアドレスを申

し出ることが困難である場

合の取扱いなどを示す通達

等を定めるに当たっての参

考とさせていただきます。 

６ 電子メールアドレスを申出事項とすることについて、以下の点につき実務運

用上支障が生ずるおそれがあるので、再考されたい。 

１ 現在、登記申請時に電話番号（固定電話、携帯電話を含む。）を提供してい

ない現状において、所有権の登記名義人となる者が電子メールアドレスを提

供することについて抵抗を感じるものと想定される。 

２ 特に若年層においては、近年、電子メールアドレスを有さず、ＳＮＳやそ

のダイレクトメール（ＤＭ）機能を使用する者が多く、所有権の登記名義人

となる者が新たに電子メールアドレスを取得しなければならないという負担

が生じる。 

３ 仮に、電子メールアドレスの申出が可能であったとしても、所有権の登記

名義人が電子メールアドレスを申し出た後、当該メールアドレスを変更した

場合の措置についての定めがない。 

４ 所有権の登記名義人が申し出た電子メールアドレスについて特定人からの

みの受信に限定している場合において、今後、職権による住所変更登記をす

る際に登記官から送信される通知が不達となることが想定される。 

 電子メールアドレスは、

職権による住所等変更登記

に係る意思確認及び回答を

簡易・迅速に行う観点から

必要な情報であると考える

ため、申出事項につき、原

案を維持させていただきま

す。 

 なお、御意見について

は、検索用情報の申出の際

に電子メールアドレスを申

し出ることが困難である場

合の取扱いなどを示す通達

等を定めるに当たっての参

考とさせていただきます。 

７  職権による自然人についての住所等変更登記の手続において、登記名義人に

意思確認をする方法として、検索用情報管理ファイルに電子メールアドレスを

記録すること及び検索用情報として電子メールアドレスを提供させることにつ

 電子メールアドレスは、

職権による住所等変更登記

に係る意思確認及び回答を
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いて反対する。 

 登記名義人に意思確認する方法は、例えば、住基ネットから取得した氏名・

住所の変更情報を基に郵送で行うなど、電子メール以外の方法で行うべきであ

る。 

＜理由＞ 

１ 本改正案では、検索用情報として電子メールアドレスを記録することが定

められているだけで、その提供が必須なのか任意なのかは不明確であるもの

の、必ず提供しなければならないとした場合には、自然人による所有権移転

登記等の申請の新たな要件の追加となり、記録するための電子メールアドレ

スを保有していない自然人は登記申請人になることができないこととなる。 

 年齢階層別のインターネット利用率は、７０歳以降年齢階層が上がるにつれ

て利用率が低下する傾向にあるとされており、今後、高齢化社会が進展する

なか、高齢の相続人が増えるにもかかわらず、所有者不明土地問題解消のた

めの施策の一つとして、電子メールアドレスの提供を申請要件とすることで

相続登記の申請人の負担を増やすことは適当ではない。 

２ 本改正案では、申請情報の内容として電子メールアドレスを申し出るもの

としているのみで、電子メールアドレスを適切に提供するための工夫が見ら

れない。このような工夫がないと、提供された電子メールアドレス宛てに送

信した電子メールが登記申請人に適切に届いているか確認することができ

ず、また、登記申請人が誤った電子メールアドレスを申請情報として提供す

るおそれもあるほか、登記申請人が提供した手書きの電子メールアドレスに

ついて、登記官が綴り等を誤って検索用情報管理ファイルに記録するおそれ

もある。 

簡易・迅速に行う観点から

必要な情報であると考える

ため、申出事項につき、原

案を維持させていただきま

す。 

 なお、御意見について

は、今後の運用や検索用情

報の申出の際に電子メール

アドレスを申し出ることが

困難である場合の取扱いな

どを示す通達等を定めるに

当たっての参考とさせてい

ただきます。 
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３ 個人の多くは、自らが電子申請等を利用して申請、請求、問合せ等をした

場合を除き、法務省や法務局といった国の機関からの電子メールを受信する

ことは通常ない。しかし、今後、法務省、法務局等が所有権の登記名義人へ

の意思確認のために電子メールを用いることが広く周知された場合、法務省

や法務局を装った電子メールを送信するフィッシング詐欺やなりすまし詐欺

が横行することが危惧される。 

４ 登記申請時に電子メールアドレスを提供させることとするのであれば、電

子メールアドレスを適切に管理するため、登記名義人が、いつでも簡易に、

記録された電子メールアドレスを確認することができて、最新の情報に変更

することができるような仕組みを構築するべきである。 

５ 電子メールアドレスを夫婦や親子などの家族間で共有し、又は家族の一部

が管理しているようなケースも想定されるが、検索用情報管理ファイルに当

該電子メールアドレスが記録された後、所有権の登記名義人にＤＶ被害等に

よる保護の必要性が生じ、住所を変更した場合において、本改正案では、共

有し、又は管理する相手方に意思確認メールの内容が知られてしまうような

事態も想定される。 

６ 仕事上で電子メールアドレスを利用することは日常的にあるものの、ＳＮ

Ｓ等のさらなる普及により、電子メールを日常的な連絡用のツールとして利

用することは減少するおそれがある。特に、１０代、２０代のＩＴサービス

利用者は、パソコンでなくスマートフォンを用いてインターネットを利用

し、連絡用ツールとしてはＳＮＳ等を利用しているケースが多く、この傾向

は今後続くと考える。 

  今後、５年、１０年の時間の経過に伴い、ＩＴ技術の進展、各種ＩＴサー
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ビスの多様性の広がりとその普及が見込まれるなか、所有者不明土地問題と

いう解決までに長期間が必要とされる問題に対して、電子メールが将来的に

継続的に利用されていくことを前提とする施策を用いることについて疑問を

抱かざるを得ない。 

８  新不登規則第１５８条の３９及び第１５８条の４０に基づく検索用情報の申

出制度について、抜本的な見直しを求める。 

＜理由＞ 

 職権による住所等変更登記に係る登記名義人の意思確認の手段として、検索

用情報管理ファイルに記録された電子メールアドレスが用いられることとされ

ているが、このように意思確認を実施することに対して、以下のとおり懸念が

ある。 

・登記名義人が氏名住所を変更することは検索用情報の申出をしてから数十年

が経過していることも考えられ、変更した時点で登記名義人が当該電子メール

アドレスを連絡手段として用いているとは限らない。 

・当該電子メールアドレスを連絡手段として用いていたとしても、趣旨を理解

した上で迷惑メール等と区別してメールを開封し、返信することは市民にとっ

てハードルが高い。 

・職権登記を了解する旨の返信があったとしても、登記名義人以外の者による

なりすましである可能性を排除することはできず、正確な本人確認のみなら

ず、正確な意思確認がなされるとは言い難い。 

 電子メールアドレスは、

職権による住所等変更登記

に係る意思確認及び回答を

簡易・迅速に行う観点から

必要な情報であると考える

ため、申出事項につき、原

案を維持させていただきま

す。 

 なお、御意見について

は、今後の運用に当たって

の参考とさせていただきま

す。 

９ 新不登規則第１５８条の３９第２項において、氏名の振り仮名に関する公的

証明書を必要としており、この証明書としては住民票又は戸籍謄本が考えられ

る。戸籍謄本については令和７年５月２６日以降に振り仮名が付される予定で

 御指摘については、所有

権の登記名義人となる者の

住民票の写しに氏名の振り
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あり、また、住民票についても同様に令和７年５月２６日以降は住民基本台帳

法第７条第１号の２により氏名の振り仮名が記載事項として法定されることに

なっているが、現行法は記載事項とされていないため、現状、市町村によって

は住民票に振り仮名が付されていない市町村も存在する。 

 そのような中、４月２１日から５月２５日までの間、上記のような公的証明

書がない場合も考えられるが、その際の対応（申請人からの申述書で対応する

のか）をどのように考えているのか。 

仮名が記載されていない場

合の取扱いなどを示す通達

等を定めるに当たっての参

考とさせていただきます。 

10  外国人住民に係る住民基本台帳事務の取扱いについて（総務省自治行政局外

国人住民基本台帳室平成２４年１０月２９日事務連絡問５）には、「出生届に付

記されているローマ字表記の氏名を記載する。ただし、ローマ字表記の氏名の

付記がない場合、出生届に記載されたカタカナ又は漢字による表記の氏名を記

載する。」とあることから、日本の国籍を有しない者にあっても、必ずしもロー

マ字氏名を有するものではない。 

 また、日本の国籍を有しない者にあっても、住民登録の際に、日本の国籍を

有する者と同様に氏名及び通称名の振り仮名も登録することが可能である。 

 よって、「日本の国籍を有しない者にあっては」は「振り仮名を有しない者に

あっては」に改めるべきである。 

 所有権の登記名義人とな

る者が日本の国籍を有しな

い者である場合の登記の申

請においては、当該所有権

の登記名義人の識別性を向

上させる観点から、そのロ

ーマ字氏名を申し出ること

とされている（不動産登記

規則第１５８条の３１第１

項）ことなどを踏まえ、御

意見の申出事項につき、原

案を維持させていただきま

す。 

 なお、御意見について

は、日本の国籍を有しない

所有権の登記名義人となる
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者の住民票の写しにローマ

字氏名が記載されていない

場合の取扱いなどを示す通

達等を定めるに当たっての

参考とさせていただきま

す。 

11  氏名は外字の取扱いが一定ではなく、司法書士がどう申請したかに左右され

ている。住所はマンション名の有無やスペースの扱いがまちまちで、これまた

一定の表記ではない。確実に同一人を検索できるようにするためには、マイナ

ンバー又は住民票コードを検索用情報に含めるべきである。 

 将来的には偽造のおそれがある紙の住民票添付を廃止し、申請時点で申請情

報と住基ネットの住所氏名を自動照合するようなシステムが望ましい。 

 住基ネットへの照会にお

いて検索キーとする検索用

情報の内容については、民

法・不動産登記法（所有者

不明土地関係）の改正等に

関する要綱（令和３年２月

１０日法制審議会第１８９

回会議決定）に沿ったもの

としており、申出事項につ

き、原案を維持させていた

だきますが、御意見につい

ては、今後の検討の参考と

させていただきます。 

12  検索用情報の申出事項のうち、メールアドレスについて限界を感じ、マイナ

ンバーを加えることを希望する。 

 資金移動から登記の受付に至るまでのいわゆる登記空白期間内に正確なメー

ルアドレスを申出する時間的余裕はない。 

 住基ネットへの照会にお

いて検索キーとする検索用

情報の内容については、民

法・不動産登記法（所有者
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 メールアドレスを持ち合わせていない国民や事後的にメールアドレスを変更

することができることを考えると申出事項としてメールアドレスではなく、マ

イナンバーを申出事項として、中長期的な視点で登記情報と固定資産の課税情

報を一元的に管理できる仕組みを考えるべきだと思うためである。 

不明土地関係）の改正等に

関する要綱に沿ったものと

しており、また、電子メー

ルアドレスは、職権による

住所等変更登記に係る意思

確認及び回答を簡易・迅速

に行う観点から必要な情報

であると考えるため、申出

事項につき、原案を維持さ

せていただきますが、御意

見については、今後の検討

の参考とさせていただきま

す。 

13  マイナンバーとの紐付け必須とすべきではないか。脱税やグレーな取引も炙

り出せる。 

 住基ネットへの照会にお

いて検索キーとする検索用

情報の内容については、民

法・不動産登記法（所有者

不明土地関係）の改正等に

関する要綱に沿ったものと

しており、申出事項につ

き、原案を維持させていた

だきますが、御意見につい

ては、今後の検討の参考と
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させていただきます。 

14  新不登規則では、検索用情報の申出において提供された電子メールアドレス

が登記申請人又は申出人の電子メールアドレスであるかどうかの資料の提出を

求めていないが、その真正を担保するための方策、具体的には、例えば代理権

限証明情報に押印する印鑑を印鑑証明書の印鑑とし、その印鑑証明書を添付す

る方策などを考えているか。 

 所有権の登記名義人とな

る者が登記の申請人である

場合に限って当該申請人が

検索用情報同時申出をする

こととし、所有権の登記名

義人に限って検索用情報単

独申出をすることができる

とすることなどにより、提

供された電子メールアドレ

スの真正を担保することと

しています。 

15  電子メールアドレスを複数申し出ることは可能か。  御指摘については、検索

用情報の申出における申出

事項の詳細などを示す通達

等を定めるに当たっての参

考とさせていただきます。 

16  所有権の登記名義人が未成年者等の制限行為能力者である場合に提供すべき

電子メールアドレスは法定代理人等のものでよいのか。 

 検索用情報の申出におい

て申し出る電子メールアド

レスは、所有権の登記名義

人のものとなります。 

 なお、御指摘について

は、検索用情報の申出の際
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に電子メールアドレスを申

し出ることが困難である場

合の取扱いなどを示す通達

等を定めるに当たっての参

考とさせていただきます。 

17  新不登規則第１５８条の３９第５項の「登記記録を特定するために必要な事

項」とは具体的に何を想定しているのか。通達等で明らかにする予定があるの

か。 

 御指摘については、検索

用情報管理ファイルへの記

録方法の詳細などを示す通

達等を定めるに当たっての

参考とさせていただきま

す。 

２ 検索用情報同時申出関係 

18  検索用情報同時申出において、電子メールアドレスの申出がないことは、却

下事由となり得るのか。なり得るとすれば不動産登記法第２５条の何号に該当

するのか。 

 却下事由となる場合、電子メールアドレスを持っていない自然人は実質上登

記を受けることができない事になるが、これは対抗力付与のために必要な登記

制度の考えからすると必要以上の制限と思われるが、これは不当ではないか。 

 検索用情報同時申出にお

いて、電子メールアドレス

の申出がないことは、不動

産登記法第２５条に規定す

る登記の申請の却下事由に

は該当しません。 

19  新不登規則第１５８条の３９第１項により、施行日以降、所有権の移転の登

記の申請等を行う者は、同時に検索用情報を申出することが義務となるのか。 

 

 本省令の施行日以降、新

不登規則第１５８条の３９

第１項に規定する登記を申

請する場合において、所有

権の登記名義人となる者
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（当該登記の申請人である

場合に限る。）が国内に住所

を有する自然人であるとき

は、当該登記の申請人は、

登記官に対し、当該所有権

の登記名義人となる者につ

いての検索用情報を申請情

報の内容として申し出るこ

とを要することとなりま

す。 

20  所有権の登記名義人の住所・氏名の変更又は更正の登記の申請の際も、同時

に申し出るようにすべきである。施行前の所有権の登記は申出済であるか未申

出であるか判別できず、もし申出済であっても、最新の電子メールアドレスを

確認する必要はあるためである。 

 

 民法・不動産登記法（所

有者不明土地関係）の改正

等に関する要綱において

「施行前に既に所有権の登

記名義人となっている者に

ついては･･･検索用情報の提

供を任意に行うことができ

るものとする」とされてい

ることや申請人の負担等を

踏まえ、検索用情報同時申

出の対象となる登記の種類

につき、原案を維持させて

いただきます。 
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21  新不登規則１５８条の３９第１項において、登記されている所有権の登記名

義人が海外に住所を有する自然人の場合において、その者が日本国内に住所を

変更した場合においても、検索用情報の申出をすべきものと定めるべきと考え

るがいかがか。 

 民法・不動産登記法（所

有者不明土地関係）の改正

等に関する要綱において

「施行前に既に所有権の登

記名義人となっている者に

ついては･･･検索用情報の提

供を任意に行うことができ

るものとする」とされてい

ることや申請人の負担等を

踏まえ、検索用情報同時申

出の対象となる登記の種類

につき、原案を維持させて

いただきます。 

22  所有者不明土地建物の発生予防のためにも、既登記の所有権について検索用

情報の申出が積極的に行われることが望ましいと考えるが、新不登規則第１５

８条の３９第１項にはない抵当権抹消登記等の登記申請であっても、申請情報

内に申出情報と添付情報に住民票の写しを加えることで、申出書を別途提出せ

ずともよいよう、簡便な方法でも可能となるようにできないのか。 

 民法・不動産登記法（所

有者不明土地関係）の改正

等に関する要綱において

「施行前に既に所有権の登

記名義人となっている者に

ついては･･･検索用情報の提

供を任意に行うことができ

るものとする」とされてい

ることや申請人の負担等を

踏まえ、検索用情報同時申
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出の対象となる登記の種類

につき、原案を維持させて

いただきます。 

 検索用情報を新不登規則

第１５８条の３９第１項に

規定する登記以外の登記の

申請情報の内容として申し

出ることはできず、別途検

索用情報単独申出をしてい

ただく必要がありますが、

検索用情報単独申出につい

ては、新不登規則第１５８

条の４０第８項第１号の添

付情報については写しでも

差し支えないこととし、同

項第３号の添付情報につい

ては同項ただし書の場合に

は提供を不要としているほ

か、手続をＷｅｂブラウザ

上で行うことを可能とする

など、簡易に行うことがで

きるようにする予定です。 

23  代位での登記申請を認めている土地区画整理登記令等の他の法令において、  代位者において所有権の
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検索用情報の代位申出が可能となるよう改正はできないのか。 登記名義人となる者の電子

メールアドレスを把握する

ことは必ずしも容易でない

と考えられるため、代位者

の負担等を踏まえ、検索用

情報同時申出の対象につ

き、原案を維持させていた

だきます。 

24  検索用情報同時申出における検索用情報の記載は、オンライン申請の場合に

はその他の事項欄に必要な事項を記載するという理解でよろしいか。 

 オンライン申請における

検索用情報の入力方法等に

ついては、追って登記・供

託オンライン申請システム

のホームページ等において

示す予定です。 

25  検索用情報同時申出において同時に行う登記申請を資格者代理人が行う場合

に登記申請の代理権限証明情報に検索用情報同時申出に関する件の特別の授権

が必要か、それとも登記申請に関する一切の件の委任があれば特別な授権は不

要か。 

 御指摘については、検索

用情報同時申出に係る申請

において、代理人の権限を

証する情報の内容とすべき

事項などを示す通達等を定

めるに当たっての参考とさ

せていただきます。 

３ 検索用情報単独申出関係 

26  新不登規則第１５８条の４０第３項ただし書につき、基本的に賛成するが、  運用に当たっての参考と
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申出人や登記所において混乱が生じないよう、運用を整備すべきである。 

＜理由＞ 

 本条３項ただし書の取扱いは、新不登法第７６条の５の登記申請の義務付け

に係る国民負担の軽減に資する。しかし、異なる登記所の管轄区域にある２以

上の不動産について検索用情報単独申出を許容すると、その在り方いかんによ

っては、申請用総合ソフト等において無用なエラー表示がされたり、登記所か

ら申出人に対しての申出の内容に係る問合せが増加する等、申出に係るトラブ

ルの発生が懸念される。 

させていただきます。 

27  検索用情報の申出手続は新不登法第７６条の５及び第７６条の６による登記

に関するものであるから、登記申請と同時に行われない検索用情報単独申出手

続の代理も権利の登記に関する代理であるため権利の登記の申請の例によると

いう理解でよいか。 

 御指摘については、新不

登規則第１５８条の４０第

８項第２号に規定する代理

人の権限を証する情報の内

容とすべき事項などを示す

通達等を定めるに当たって

の参考とさせていただきま

す。 

４ 検索用情報管理ファイルに記録された事項の変更等関係 

28  新不登規則第１５８条の４１に係る運用の具体的な在り方を、早期に明確に

した上で、できるだけ早く周知すべきである。 

＜理由＞ 

 同条に係る検索用情報の変更、更正及び抹消の運用の各制度は、その具体的

な在り方次第によっては、新不登法第７６条の５の登記申請の義務付けに係る

国民負担の軽減に資すると考えられるが、その内容・在り方が判然としないた

 周知等を行うに当たって

の参考とさせていただきま

す。 
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め、現時点において、制度の妥当性の評価を行うためには、それらが明らかに

なることが必要であり、国民に対して十分な周知期間が必要であると考える。 

 

29  新不登規則第１５８条の４１第２項に基づいて行われる所有権の登記名義人

による電子メールアドレスの変更又は削除の具体的な手続については、できる

だけ簡便な方法によることを要望する。 

＜理由＞ 

 個人の電子メールアドレスは、法人等の組織のものに比べて変更されやすい

ため、変更又は削除の手続を簡便にして登記名義人の負担の軽減を図ること

は、有効なアドレス情報を保つことが期待でき、職権による変更登記の円滑に

資すると考える。 

 運用に当たっての参考と

させていただきます。 

30  電子メールアドレスに変更がある場合に新不登規則第１５８条の４１第１項

の職権の発動を促すことは、所有権の登記名義人において行うことができるの

か。また、所有権の登記名義人の申出による電子メールアドレスの変更は同条

第２項に基づき行い、同条第１項の職権による変更に関する申出をすることは

できないという理解でよいか。 

 御指摘については、新不

登規則第１５８条の４１に

関する取扱いの詳細などを

示す通達等を定めるに当た

っての参考とさせていただ

きます。 

５ 施行期日関係 

31  本省令の施行日は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律等の一部を改正する法律」（令和５年法律第４８号。以下「改

正戸籍法」という。）の施行日（令和７年５月２６日）と同一にすべきである。 

＜理由＞ 

 本省令の施行の時期は、戸籍の振り仮名改正法の施行の時期と同一でない場

 検索用情報の申出をした

際の氏名の振り仮名につい

て、その後に変更が生じた

としても、国民に申出等を

求めることなく、新不登規
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合には、検索用情報の申出後に改めて検索用情報の変更・更正等が必要になる

場合があり、そのことにより所有者たる国民や登記所の負担が増してしまうこ

とが考えられる。 

則第１５８条の４１第１項

に基づく登記官の職権によ

る変更を行うことを想定し

ています。 

 また、本省令は、職権に

よる住所等変更登記の運用

を速やかに開始するための

ものであり、住所変更登記

の未了を原因とする所有者

不明土地等の解消の観点か

ら、できるだけ速やかに施

行することが望ましいと考

えます。 

 以上を踏まえ、本省令の

施行期日につき、原案を維

持させていただきます。 

32  本省令を令和７年４月２１日から施行することは時期尚早であり、令和８年

５月２６日以降から施行するべきである。 

＜理由＞ 

 改正戸籍法により、本籍地の市町村長は、改正戸籍法施行日（令和７年５月

２６日）後遅滞なく、戸籍に記載されている者に対し、氏名の振り仮名に関す

る情報を通知し、改正戸籍法施行日から１年を経過した日（令和８年５月２６

日）に通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されることとなる。ただし、改

 職権による住所等変更登

記の制度（新不登法第７６

条の６）は令和８年４月１

日に施行されるところ、本

省令は遅くとも同日までに

施行する必要がある上、本

省令は、職権による住所等
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正戸籍法施行日から１年以内に限り、戸籍に記載されている者は、氏名の振り

仮名の届出をすることが可能である。 

 したがって、振り仮名が戸籍に記載される時期については、早ければ令和７

年５月２６日から、遅くとも令和８年５月２６日には戸籍内の各人の氏名に振

り仮名が記載されることとなる。 

 本省令を令和７年４月２１日から施行した場合、施行日時点では、検索用情

報の申出の添付情報として、検索用情報申出情報と併せて振り仮名が記載され

た戸籍全部事項証明書又は戸籍個人事項証明書を提供することはできない。遅

くとも令和８年５月２６日には戸籍内の各人の氏名に記載される振り仮名が確

定することから、本省令は同日以降に施行することが適切であると考える。 

変更登記の運用を速やかに

開始するためのものであ

り、住所変更登記の未了を

原因とする所有者不明土地

等の解消の観点から、でき

るだけ速やかに施行するこ

とが望ましいことから、本

省令の施行期日につき、原

案を維持させていただきま

す。 

 なお、所有権の登記名義

人の氏名の振り仮名を証す

る情報として、一般的には

住民票の写しが提供される

ことを想定しているとこ

ろ、御意見については、所

有権の登記名義人となる者

の住民票の写しに氏名の振

り仮名が記載されていない

場合の取扱いなどを示す通

達等を定めるに当たっての

参考とさせていただきま

す。 
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６ 令和８年４月以降の運用関係 

33  職権登記をするか否かの意思確認メールを送る対象者は、登記期間である住

所変更後２年を経過した登記名義人に限るという理解でよいか。 

（飽くまでも自発的な申請が優先であることから） 

 本省令案の概要の別添

「職権による住所等変更登

記の手続イメージ（自然人

の場合）」のとおり、住基ネ

ットに照会した結果、所有

権の登記名義人の氏名・住

所の変更情報を取得した場

合には、当該変更の日から

２年経過しているか否かに

かかわらず、当該所有権の

登記名義人に意思確認メー

ルを送る想定です。 

34  職権登記を行ったとしても、登記懈怠による過料は科され、その額は登録免

許税を超えるという理解でよいか。 

（そうでないと期限内に申請した「正直者が馬鹿を見る」結果となってしま

う） 

 本省令案の概要の別添

「職権による住所等変更登

記の手続イメージ（自然人

の場合）」のとおり、職権に

よる住所等変更登記によ

り、住所等変更登記の義務

は履行済みとなるため、当

該義務に関して過料の対象

となることはありません。 

 なお、上記のとおりであ
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ることから、検索用情報の

申出をした上で、法務局か

らの意思確認に対して了解

する旨の回答をすること

が、自然人における住所等

変更登記の義務の履行手段

として一般的になるものと

考えています。 

７ その他 

35  本改正案に賛同する。  本省令案への賛同意見と

して承ります。 

36  検索用情報の申出の有無や登録されている検索用情報の内容の確認方法等は

どのように行うのか。 

 登記記録では判別できないため、本人又は代理人が電話やオンラインで管轄

登記所へ照会ができるようにしていただきたい。 

 御指摘については、運用

に当たっての参考とさせて

いただきます。 

37 農業用動産の場合には所有権保存登記や所有権移転登記の手続はない（農業

用動産抵当登記令第１２条及び別表第１０）ため、準用の文言を農業用動産の

所有者の登記手続に即して変更した方がよいのではないか。 

 不動産登記規則の準用規

定を定める農業用動産抵当

登記規則第４０条本文を改

正しなくても、今回新設す

る新不登規則第３章第３節

第２款の５の規定は準用さ

れないことになるため、原

案を維持させていただきま
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す。 


